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社員のライフワークバランスの推進を目指して、働き方 
改革に全社的に取組みます。

令和2年12月16日
碑文谷さくら通り歯科

１か月あたりの時間外労働１時間以下を目指します。

社員が積極的に休暇を取得できるような職場の風土を
作り、年次有給休暇の平均取得率１００％を維持します。

・社員向けに、タイムマネジメント等の教育・研修を行い
ます。
・改正された労働基準法等の関連法令を社員に周知し、
働き方の改善について理解を深めます。

・管理職向けに年次有給休暇取得促進に関する教育・
研修を行います。
・休暇取得に関する相談窓口を設置します。

目 標
働き方の改善

休み方の改善

取 組 内 容
働き方の改善

休み方の改善


